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        「HACCP 普及推進協議会」および「食の安全シンポジウム」のお知らせ 
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      （１）ＨＡＣＣＰ普及推進地方連絡協議会の開催について   

    ∽                                       ∽ 

    ∽ ─────────────────────────────────── ∽ 

    ∽                                     ∽ 

      （２）食の安全・安心シンポジウム 

    ∽                                     ∽ 

    ∽ ─────────────────────────────────── ∽  

    ∽                                     ∽ 

      （※）前号（Vol.105）の訂正 

    ∽  

 ∽ ─────────────────────────────────── ∽ 

∽                                     ∽ 

      （３）食品回収情報(H28.8.26 ～ H28.9.27)（略） 

    ∽                                     ∽ 
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（１）ＨＡＣＣＰ普及推進地方連絡協議会の開催について 

  

   

   「食品衛生管理の国際標準化に関する検討会」の中間とりまとめ説明会 

 

    ＨＡＣＣＰ（Hazard Analysis and Critical Control Point：ハサップ）による食品の衛生管理 

   は１９９３年にコーデックス委員会においてガイドラインが策定されて以降、世界的に普及が進ん 

   でおり近年では国際標準となりつつあります。 

    厚生労働省では、本年 3月より「食品衛生管理の国際標準化に関する検討会」を開始し、制度化の 

   枠組みなどについて検討を行っております。 

    本検討会の中間とりまとめの説明や意見交換を目的とした、ＨＡＣＣＰ普及推進地方連絡協議会 

   を各ブロック（北海道、東北、関東信越、東海北陸、近畿、中国四国、九州）で開催します 

 

 

   内容（予定） 

    ○食品衛生管理の国際標準化に関する検討会中間とりまとめについて 

    ○参加者間の意見交換 

    ○情報提供（食品用器具及び容器包装の規制に関する検討会について） 

   近畿ブロック会場 

    ○大阪市立青少年センターKOKO PLAZA ２階エクスプレス・ココ 200 

    ○大阪府大阪市東淀川区東中島 1-13-13 

   開催日時：１１月１日（火）１３:００～１５:００ 

   申込み締切日：１０月１８日（火）１７時必着 

    ○参加を希望される方は、１）氏名（ふりがな）、２）所属組織（団体・会社名等）、３）住所 

     ４）電話番号・ファクシミリ番号・メールアドレス、５）所属区分の数字（１消費者（団体を 

     含む）、２ 食品関連事業者(団体を含む)、３ 検査機関関係者、４行政関係者、５ 報道関係  

     者（カメラ：有・無)、６ その他）、を記入の上、電子メール（またはファクシミリ）にて、 

     各地方厚生局あてお申し込みください。また、題名には「平成 28 年度 HACCP 普及推進地方連絡 

     協議会 参加希望」とお書きください。 

   申し込み先：近畿厚生局健康福祉部食品衛生課 

         メール：kkkousei094@mhlw.go.jp 

         FAX：06-4791-7353 

 

 



   くわしくは厚生労働省報道発表資料をご覧ください 

        ↓  ↓  ↓ 

   http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000137390.html 
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（２）食の安全・安心シンポジウム 

 

 

    食の安全・安心シンポジウム～テーマ「正しく知ろう！ 食物アレルギーと食品表示」～が県庁 

   で開催されます！ 

 

   日時：平成 28 年 11 月 29 日（火） 

      １３：３０～１６：３０（受付は１３：００～） 

   場所：滋賀県庁 新館 7階大会議室 

   内容：「新しい食品表示基準の概要」 

      「食物アレルギーと食の安全・安心」 

      パネルディスカッション「食物アレルギーと食品表示」 

   参集範囲：消費者、食品事業者および行政関係者 

        参集人員（２００名程度） 

   申し込み方法：平成２８年１０月３日（月）～１１月２２日（火）の間に下記のいずれかの方法で 

          お申し込みください 

   ・E メール：申込者のお名前・ご住所・電話番号・意見質問を次のアドレスへお送りください 

         shokunoanzen@pref.shiga.lg.jp 

   ・しがネット受付サービス：滋賀県のホームページにある「しがネット受付サービス」にアクセス 

                してください 

 

 

   お問い合わせ先はこちら 

   ↓  ↓  ↓ 

   滋賀県健康医療福祉部生活衛生課 

   食の安全推進室（大津市京町４－１－１） 

   TEL：０７７－５２８－３６４３ 

   FAX：０７７－５２８－４８６１ 
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    （※） 前回配信のぷちリスに掲載した食品表示の相談窓口に、係名の記載ミスがありました 

        電話番号に間違いはありませんが、訂正版を掲載いたしますので、お手数ですが今後はこちら 

        の相談窓口一覧をご使用ください 

 

    （１）食品全般 

     ・名称、遺伝子組換え 

       →食品安全監視センター（077－531－0248） 

         草津保健所 生活衛生係（077－562－3549） 

         甲賀保健所 生活衛生係（0748－63－6149） 

         東近江保健所 生活衛生係（0748－22－1266） 

         彦根保健所 生活衛生係（0749－21－0284） 

         長浜保健所 生活衛生係（0749－65－6664） 

         高島保健所 健康衛生係（0740－22－3552） 

         食のブランド推進課（食品表示 110 番）（077－528－4981）※酒類を除く 

 

      ・アレルゲン、保存方法、消費期限又は賞味期限、添加物、製造所など 

       →食品安全監視センター  

         各保健所 生活衛生係（健康衛生係） 

 

      ・栄養成分 

       →食品安全監視センター 

         各保健所 健康推進係（健康衛生係） 

 

      ・原材料名、内容量、食品関連事業者、原料原産地 

       →食のブランド推進課（食品表示 110 番）※酒類を除く 

 

    （２）保健機能食品・健康食品 

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000137390.html


      ・保健機能食品について、健康食品の表示について、健康食品の広告について 

       →食品安全監視センター 

         各保健所 健康推進係（健康衛生係） 

         滋賀県生活衛生課 食の安全推進室（077－528－3643） 

 

    （３）栄養・食生活 

      ・健康づくりのための食生活について、外食の栄養成分表示について 

       →各保健所 健康推進係（健康衛生係） 

         滋賀県健康医療課（077－528－3615） 
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 食品安全監視センターの所在地・連絡先  

   〒５２０－０８３４  

     滋賀県大津市御殿浜１３番４５号（衛生科学センター内）  

      ＴＥＬ ： ０７７－５３１－０２４８  

      ＦＡＸ ： ０７７－５３７－８６３３    

      Ｅmail  ： shokuhin@pref.shiga.lg.jp  

       http://www.pref.shiga.lg.jp/e/shoku/01anzen/center/00top.html  

     

   ≪交通案内≫  

     ＪＲ石山駅北口下車 徒歩１０分  

     京阪電車石山坂本線粟津駅下車 徒歩５分  

      「晴嵐」交差点の角（周辺は歌川広重作「近江八景」の一つ「粟津晴嵐」のモデルです） 

    

           

 ◆───―――――――――－- -  -通信編集担当より-  - - -－―――――――――───◆ 

 

             中秋の名月もすぎ、めっきり涼しくなってまいりました    

＋     +     季節の変わり目には、急激な気温変化からか、体調を崩しがちです 

   ／￣＼    +  年末まで紅葉狩りや運動大会の仕出し弁当、ハロウィンのお菓子、お歳暮 

  ｜    ｜  ＋   商品、クリスマス etc……と行事ごとが多くなってくる時期ですので、体調 

 ＋ ＼＿／      管理を万全に、日々を過ごしましょう 

      ○      

  ∧∧  ○○  彡   

 (三*ﾟ) ○○○ 丿彡 

 /三 ｜[二二二]|/ 

~(三 ﾉ |_∩_| 目 

￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ 

         

      みなさまからのご意見・ご感想を下記アドレスまでお寄せください 

     （皆様の送付先のアドレスが変更になった場合等もお知らせください） 

                  

              Email：shokuhin@pref.shiga.lg.jp  

                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

      また、食品衛生に関するもっと詳しい情報を知りたい方は、 

      滋賀県ホームページ の「食の安全情報」にアクセスしてください 

                   ↓  ↓  ↓  

           http://www.pref.shiga.lg.jp/e/shoku/shoku/index.html 

 

 

       なお、『ぷちリス』バックナンバーは食品安全監視センターＨＰに掲載中です！ 

                        ↓  ↓  ↓ 

        http://www.pref.shiga.lg.jp/e/shoku/01anzen/center/301putirisu-index.html 
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